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保険料と価格形成

佐波 宣平

本稿1cJ:， CIF (c凶 t，insurance and freight)取引に対して，特lてモの構成要素の一つである保険料に視角をあ

てつつ，巨視的事前的考察をほどこすことによって， CIF取引のもつ本質主明きbかにし，もヮて，保険料が商品

価格の形成に如何なる関係主有するかについて一つの結論をあたえんとするものである。

CIF取引に対しては既にこれまでにも私は本誌その他の雑誌において度々とりあげているが，モれらと本稿とが

特に異なるととろは，本稿が上記のように保険料と商品価格形成ιの関係、に力点をおいていることにある。

保険料と価倍形成与の関係は， 昭和 11年， 馬場克三教授が教授のとるマルキジズムの立場かb己れに考察をあ

たえ「保険料は価格形成に参加しない」との消極的主張主展開することKょっτ問題が提起せられ，以来， "本保

険学界i亡者ける一つの重大左論争を形づくるにいたヮた。荘、も， また， この論争に参加し， 著書「保険学講案J

〈昭和 26年，有斐閣〕第5章において， r保険料は商!而価格の形成に参加する」との積極説を展開している。ここ

では紙幅がないゆえ，この論争史についての詳述をさじるが，本稿は上記「保険学講案」にbける積極説主，そこ

に:Bけるとは異なった方法でもって，立証せんとするものである。

本稿には， 最近の私によっ τ発表された CIF取引に関する一連白研究と重複する部分がかなりあるかと思われ

単語薬品皐韓日主t五 総兵 l'押 111川-¥l 挺同中 川同



2ま量主心車E豊富き笹 提~1 網 111111< 掠同n!t' ill !く

るが，とれを避けては展開に多犬の困難を生じるゆえ，敢えて重複をいとわず，議論をすすめた。

1) 馬場克三 保険料。経済学的性質，九州帝大経済学研究， 6-(1)， I昭11ーベ31

2) 特に?佐波 損害保険料に関する一考察p 東京海よ火良保険株式会社企画部講演シりーズ第 19号，昭 38ー:1)

(1) 

最初に，財産保険に関する四つの公式を紹介しよう。とれら四つの公式は私に上って案出・設定されたものであ

るが，巨視的・事前的考察方法をとるかぎり，何人によっても容認されるべき性質のものである。巨視的・事前的

考察方法が保険学の研究にすぐれて重要である己とについては，私が最近の数年問に機会あるととに度々主張しτ

きたところであるをもって，乙こでは改めて説明をし左い。

まず，第 10公式として，

(i) I~M 

t紹介しよう。己れは「収入純保険料・支払保険金(填補金〉均等の法則」という保険経営にとって最も重要な法

則を表わす。とこに Iは収入純保険料 (netinsurance premiums)を，M1士支払保険金(insuranccmoney)ま

たは損害填補金 (indemnities) を表わす。 保険事業在るものは， 多数o契約から償業保険料 (grossinsurance 

ptemiums) を徴集し，己のうち純保険料に相当する部分Iをば，これら保険契約のうち保険事故またはクレームを

生じたるものに対しτ保険金または填補金M として支払うことを，その主要業務とする。換言すれば，当該保険契

約のうち保険事故またはグレームに対して支払わるべき保険金または顎補金M は当該保険契約群全体から徴集さ



れる営業保険料のうちの純保険料相当部分Iをもっτ充当されるのであヮτ，したがって，上記公式(i)は保険事

業に者ける最も重要な機能， すなわち， I保険機能」を告げるものである。ちなみに， この公式(i)[士1 生命保

険・損害保険心別なく，ひろく保険事業一般に適用される法則を示す。ただし，本稿では，題意Kしたがって，損

害保険〔財産保険〉だけに考察を限定する。

ととろで，公式〔りが成立するのは，保険を巨視的且つ事前酌に考察する場合にかぎる。すなわち，或る保険拡

間i亡当該契約群の全体かb集められる純保険料相当部分が当該契約群のうちクレームの生じる契約に対して支払わ

れる保険金または填納金の総額に相等しいという関係が成立するのは，まず，危険が栢互に独立する同種の契約が

相当多数に存在し，いわゆる大数法則または平均法則の条件が十分に満足されるととを必要とする。つまり，多数

独立む契約を巨視的に考察する場合にかぎって，この公式(i)が成立するのである。しかし，こうした関係必成立

が可能であるのは「理論的にJであヲτ，現実は必ずしもモうでない。如何に多数独立り契約を集め得たとしτも，

当該保険期聞の経過した後に示現する結果としての関係は，公式(i)とはちがっτ，

Iぞ1'v1

であろう。公式 (i)の示すよう友等式関係が事後の結果として示現するのは極めて稀な例外的な場合与すぎ左い。

したがヮて上記公式(i)は，結果的事後的関係を示すものでなくして，理論的事前的関係を玉、すものと知るべきで

ある。ここで「事前的Jは「理論的jと同語、である。事の現実の経過に先主立ち，一定の条件むもとでは斯く斯く

であbねばならぬと事前に推論をくだしうるゆえに，それは理論的左のである。かく Lて，公式(，)は，巨視的関

係主示すと同時にポ前的〔理論的〕関係を告げるものであ石。事前的理論的関係なるがゆえに，それは保険経営に

品三極菜--，;1主主主国主恒 総長 l網 111ii 1 "" 紘同世 川平
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とっての最も重要な法則としτ，多分に政策的;忠義をもち得るのでもある。

第2の公式

〔ロ) 5-5'=M 

は，特に摂害保険(財産保険〉にだけ適用される公式であって，ここで 5は被保険利益が保険期間の始期に有す

る価額すなわち保険価額主示し， SFは被保険利益が保険期間の終期Iて有する保険価額主示す。したがフて，上記公

式(ii)の左辺 5-5'は保険期間の経過中に保険事故(クレーム〕によヲて被保険杭益に生じる減価額を意味するこ

とになる。

ところで，巨視酌事前的には必ず 5>5'したがって， 5-5'>θ である。いま然bずして，巨視的事前的に 5=

5'であるとせよ。とれは，極めて多数白保険契約を対象とする場合にも当該保険期間経過中に危険に工るクレーム

または減価の全然生じ在いことが事前iて判かっているーーしたがフて，保険につける必要の全然左い一一関係、を意

味していτ，将来¢可能性たる危険に対する事前の措置として保険が必要である現実とは全く相違する。

いま， *コれわれG採る考察方法とちがって微視的事後的方法を採るとせ上。或る特定の 1個の契約は保険期聞の

始期に有していた保険価額 5を当該保険期間経過中もちつづけ保険期間の終期に有するモの保険価額 5'が 5と全

〈同じ大きさを有しているという場合も在くは在い。 しかし，己れは或る特定の契約がたまたまモうした給過をた

と'ったという徽観的且づ事後的なケースにすぎない。われわれは，最初にことわヮている工うに，こうした考察方

法を採らない。

かくて，巨視的事前的には必ず 5← 5'>0であヲて，減価額 (5-5')は必ず正の値をとる。モして， 己の正値



をとる減値額を M と定義するのが上認公式(ii)である。ところで Nrはとのように定義されるが， いま，減価額

がモ心まま常l三保険者によって模補されると仮定する左G:-x， との Mは先さり公式〔りに見たI長補額 M と同じこ

とになる。したがって，公式(Ii)は，要するに，ク Vームによる減価額 5-5'は保険者の摂補額 M に相等しい，

換言すれば，保険者は常に減価額 5-5'に相等しい額の填補金 M を支払う，という乙とを意味する。

ただし，これは，-?"ベての保険契約が全部保険であ T'，且つ，如何在る少損害といえどもすべ亡実損額に応じて

填補十るとv，う場台にのみ妥当するにすぎない。もし契約が一部/長険であるか，または，少損害免責約款を設けて

いるか.7[のいずれか一方あるいはこれら双方である場合には，公式(ii)はそのまま適用できない。 ただし， ここ

では，説明簡単化のために，保険契約はすべτ全部保険であ P且づ実担、額主主のまま填補するものと仮定する。こ

れは理論的に十分ゆるされる仮定である。つぎは，第 30公式である。

(iii) I=I十L

ここで，1は常業保険料 Iは，すでに述ペfこζ うに，純保険料 Lは保険者の営業費・利潤・等々に見合う付

加保険料(loanll1g)主表わす。したがって，この公式(ii1)は，営業保険料Tは純保険料Ie付加保険料Lとから成

るとしq う周知の関係を示し亡いる。己れが巨視的事前的に成立可能であることは改め亡説〈を要しないであろう。

(iv) l=r5 

己乙で rは保険料率 5は公式Cii)に:Bげると同じく，保険価額〔全部保険を前提とするわれわれの場合は，

己れを「保一険金組」と見ることが出来る)であフて，この公式(iv)は，つまり，営業保険料11土保険金額〔または

保険価額I5に保険料率 γ を乗じ亡算出されるという関係主示している。保険料率が保険金額(または保険価額〕

互主室主主.>J阜主主怪笠 掠千ミ|相 1il ru 1 栂同世 111"'" 
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I万円あたり何円とし亡表示される現在の慣行では，この公式(iv)ば言わば当然のものである。

以下，これb四つの公式主用い亡 CIl'取引にE視的事前的考察をこころみ， もって，保険料と価格形成との関

係全究明したい。

( 2 ) 

私l土面わゆる rCIF取引Jを，己乙で，二つに分類する。「システム AJと「システム BJがこれである。シス

テム Lでは， C， i， F心合算組5を保険i囲網(全部保険を仮定とするゆえ， 保険金額でもある〕己しτ契約する

のに対し亡， γ ステム Bでは， Cだけを保険価額とし亡契約L，他の投入項目 t， F ~と無保険心ままに放置する。

ことに両者の相違がある。

まず， γステム Aにコし λ 亡説明しよう。現在， CIF取引のほとんどすべて，殊に海上貿易におけるモれは， 例

外なしシステム Aを採っτいる。システム Aでは次ぎの関係一一連立万程式(1)，(2トーが成り立つ。

)

)

 

-一

2

{

(

 !
 

C+l+F=S 

fニ rS

いま，きさにあげた公式(ii)で左辺0 5'"，右辺に移して，

。 S=S'+M

とする。この(3)は何を意味するかというに，左辺の 5 は，上式(1)に見られるように，期肯~，'L:Bける投入総額であっ

て，己の五は，すでに公式(ti)で説明したように，保険期間経過中に減価して Yになる，しかし，契約者はこの減



{匝分 (5-5')に相当する餌 M を保険会社かb填補金として支払をうける o ゆえに合計額 5'+ NIとして， 51亡見

合う回収を期待できる，つまり，投入総類5は産出給額 5'+ J.VIと均衡する，という関係全上式(3)は示しτいる。

ここで「産出総額」は「凹収総額」の意である。以下 I産出jは「回収」と同意である。こうした均衡関係を示

すのが上式(3)である。このゆ)に公式(i)主用いて，

(剖 5=5'+I

が得bれる。この(剖は J.M. Keyn剖が保険料乞「補足的費用J(snpplemedary cost) C.見た思考に一致する。

己のことは叫に他G機会で詳述しているので，とこでは繰り返えさない。つぎに， (3)をは)の右辺に代入すると次式

が得bれる。

(5) c+ r十F=S'十M

この(5)によヮて，われわれは，システムAによるときは，貿易商社〔契約者〕は発送時における投入総額 (C+l

十F)を到達時における産出総額(5'十M)でもってつねに完全にカウァーできることを知るもりであり， 現在ほ

とんどすべての CIF取引がシステムA'"採フτいる所以をここに見つけるものである。(システムBでは， こう

はなbない。後段参照〉

と己ろで，己の(司の左辺氏公式(iii)を代入すると，

(6) C十I+L十F=S'十M

となり，己の(6)から公式(i )を辺々さし引くと，次式にみちびく。

(7) C十L+F=5'

さ重量慕 ~J 三正再さざ 誌長|網 1I1旦1I1 法同中 巴|
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。)の右辺 Vを， (同の右辺 s'十M(産出総額〕と区別して， r産出純額jと呼lまう。けだし， 5'は当該海上貿易商

品群が到達地において有する正味価額左るがゆえであヮて， この 5'が発送時l亡者げる商品 FOB価額Cと付加保

険料Lと海上運送賃Fとの合算額として表わせると p うのが上弐(7)の意味するととろである。

このかぎりに沿いて，到達時の産出純額 5'のうちには純保険料Iはふくまれていないとも見うる。だが， 己れ

は契約商品群全体の価碩を見てのことたのであって，契約商品単価の計算にIS'いては必ずしも〈の之うには結論で

きない。証明しよう。

いま，説明簡単化のために，保険契約の対象となる貿易商品をすべ亡同種同質と仮定し，さらに，当該商出I群の

商品個数をN，当該貿易商品群の総価額(給保険価額または投入給縞)S';:Nで割フτ得bれる商をKと定義する

なoぽ，次式が得0;/1しる。

納長=K

このKが商川投入単価主意味G，輸出貿易商の場合，商品販売単価として定めbれること言うまでもない。

この(8)から，直ちに，

(9) S=NK 

または

(的 S-lV!{=O

が得られる。

と乙ろも上来述べてきたと己ろでは，投入総額Sは途中の危険に上フて減価して産出総額 Y になる，つまり，



S~一令5' の過程を考えた。これは moncy termの表現である。己己で，これを realtcrm H=.表現するとすれば如

何つ 説明簡単化のためIて， グレームはすべて全損として発生すると仮定するなbば N一一歩Y と見る乙とがで

きる。 づまり，発送時I'CN個あった当該群の商品総個数はクレームによって減少し到達時に N'に主主るというわけ

である。もちろん，N>N'である。かくて，N←N'が全炉、伺数であっ C， この全損個数に商品単価〔単位保険価

額)J{を乗じτ得られる積は損害総価額一←したがって，また，これに見合う保険会社填補給額IVJ-ーに相当する

はずである。すなわち，

(凶 (N-NうJ{=M

である。この定義式ωの右辺に公式(ii)X代入するなbば，

(N-NつK=S-S'

とたり，己れは

NK-N'K=S-S' 

または

(12) S'-N'J{=S-NI( 

と書ける。このωの右辺に(削を代入するならば，

立時 S'-N']{=O 

lJ.こ古;って，

M 
5' 
]¥.TI 

虫記支 ~J 豆主主塾宝 若干宅建， 111 E'l同 持悶:~ 0111 
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にみもびく。こ心ωの左辺は，到達地における産出純価額 S'を商品到達個数 j¥l'で割って得bれる商としτ，r産
出単価iJと名づけることが出来上う。か〈て， (8)， ~4)か 0 ，

S s' 
二 ~K

N N 

にみちび〈。との自身は，要するに，発送時投入単価 5/Nと到達時産品単価 S'/j¥l'とは相等しいことを告:fτρτ，

実に重大主意味をもフている。すなわち，とれを，よ U実際に則して考える在らば，いま，発送(輸出〕時・到達

く輸入〕時における関税，物品税，その他諸掛り，輸入者利潤，等々を度外視すると，輸出時に:tける1商品単価を

そのまま輸入時における商品単価として用いることが出来るとh う関係、，つまり，従来の慣行の正しさを示すもの

である。

ところで，われわれの課題は「保険料と価格形成」である。約言すれば，商品単価Kのうちに純保険料Iがふく

まれているかどうかの問題である。

いま， (6)の分子5主(1)の左辺でもって表わすなbば，

C+I+F " 
N 

とた t，，乙れに公式Ciiilを代入する在bば，

C十I十L十jド
oo--3J一 ~K

にみちびさ，明らかに，輸出投入単価Kのうちに，付担保険料Lは勿論の己と，紅保険料Iがふくまれていること

を知る。実は，この上う左貯[わしい手数をとるまでもない。 γ ステム Aを定義する連立方程式収)， (引がすでにこ

必ことを示しているωであるが r保険料は商lfil価格形成に参加しない」という現実と著しくかけはなれたiH板説



をと左える者があるゆえ，敢えて，とうした手数をとって事の関係を明きらかにするのである，)

では，到達地にあげる産問単価 S'N'=Kについては如何， とい号に，乙れは次ぎのように考えることによって

説明がっし

すでに(1)1て見たように CとTとFとの合算額が5であるが，いま，とれ"C， 1， Fが価額にbいてそれぞれ

5の α，{3， r 1'1:相当するとするならば，

IC=α5 

0司~ I=sS 

tF二 rS

が成り .ILつ。ただし，上の仮定によって，

。国 d 十戸+r=l

である。ここで， α，sJ r l'土損害保険業界に言わゆる「保険価額または保険金額の割り振り」に相当する。したが

って，ク yームの場合にも，当然に，との「割担振り すなわち什保割合に応じた填補がなされる。いま，発送時

におけむ C，I， Fが到達時に治いて有する価額をそれぞれ C'，1'， F'とするたら 1'1"，公式 (ii)S-S'=Mに準

じて次式全立てることができるc

(C-c=α M 

ωi  I-I'=sM 

lF-F'=rM 

是正鑑事リ三里佳笥 持-c;1 1和 1;10"， 持民"-> 主同
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ここで， (1!功を辺々 栢加えると，

(C十f十円一 (0十I'+F)ニ (α+s十r)NI

または

(同 (C十I+F)-(O十I'十F)=(α十3十r)[

となる。ただし， (1聞によって. ~。は

例 (C+1十F)ー (0+1'十Fつ=1

とたり，己の左辺に公式(Iii)を代入十ると，

(C十I十L十F)ー(C'ム I'+Fつ=1

誌記 1，組 lil S:< 域同:~ gHく

にみちびく D 左辺にも右辺にも lが見bれるゆえ，これを消去すると，。く式に到達する。

仰 (C十L十F)=(C'十1'+Fワ

ところが，己の伺ω左辺は(7)によヮτS'に相等ししよヲて，

申'3) S'=C'+I'+F' 

が得bれる。いま，この仰の両辺':t:N'で害Jると，

5' 0十l'十F'
N'一一 N'一一

または

S' c l' F' 
(唱 一一=十一+一一

N' N" N" N' 

に到達する。との l'I~'^.T' うちに付力 11保険料Lだけでな〈純保険料 I の相当分をふくむことは明きらかである。



というのは， ωIJ'b

まfこは

icdzc 
l-sIvJ=I' 

F-rM=F' 

(Cα I~ C' 

自由 ~ 1-sI=1' 

l F-y I=F' 

にみちびくことが出来，己己で，当然に， 0く日くlであり， したがって，公式(iiりに照bしてみて，

。時 I'=1-sI>L

なるがゆえであるc つ主り， TFのなかには付加保険料Lな己びに純保険料 Iの相当分主ふくんでいることを知るか

らである。

これを要するに，産出単価 S'/N'=Kのうちには純保険料Iがふくまれている。

以上によって，ジステムAによるときには，付加l保険料Lは勿論のこと，純保険料Iの栢当部分が投入単価にも

藍出単価にも?ふくまれてhることが明きらかに在った。実は，このことは，すでに述べた上うに，システムAを

規定する連立方程式(1)，(2)を一見しただけでも，こうした結論にみちびくであろうとの凡その見当がつくのである

が，ここでは敢えて正確織街を期しτ叙上のような証明万法をとヮた。よヮ亡，馬場克三教援，印南I専古教授モの

単語軍事AJ三三牢借金三 誠宍|網 l1ìg[~ 録凶中 国平
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也マルキシズムの立場~L立ぅ保険学者の消極説 (1保険料は商品価格形成に参加し友い」という見解〕の現実に即

したいととが証明された。

2) 印南博吉保険の本質，昭 31，白桃書房，附録四

(3) 

上記VステムA忙関する考察は普通に CIF取引として盛行している海上貿易のほとんどすイてに妥当する。そ

こでは，投入項目の C，1， Fナべてが洩れ在〈保険につけられる。ところで，いま， CIF取引を海上貿易から陸

上貿易K移して考えるに，上記ジステムAとは異なって， 保険につける項目立ただCだけであって， 1， F ~無保

険に放置するケースがしばレば見うけられる。私の言わゆる 10'ステムBJがこれである。

とのシステムでは，営業保険料1，運賃FIi現実には危険に古bきれてHるKも拘らず， これを無保険に放置し

ているのであっ-C，このため， E視的事前的には，投入総額二産111総額 または 投入単価二度出単価 の均衡関

係は，モのままでは，保証されないc

さbに火災保険につい亡見るに，建物・家財は保険につけるが，建物・家財を保険につけることによって支出す

る保険料は保険につけないのが，むしろ，普通のようであるG つまり，保険料は，投入項目でありながら，無保険

に放置される。したがって，たとえ10:5億円心価値士有する工場建物が全焼したとせよ，全部保険に付げられてい

るにしτも， 保険会社から填補金として回収できるのは 5億円にとどまり， この保険に支出した保険料45万円は

回収するを得ない。現実は決してこのように単純でないが，少在くともこうした収支不均衡の生じる可能性がある。



これでは完全な保険態度と言うを得ないc しかし，現にそうした仕方が見られる以上，これに言及Lないでお〈わ

けにいかぬc 己れが以下に「システム BJIこづいτ考察する所以である。

ジステム Bは次ぎの連立方荏式でもフ τ表現できる。

C+1十F=S

1=rC 

ととで， G坊は既述システム Aの(1)式と異なるととろがなく，契約者の投入項目は C，r， F かb構成せられその

総額は 5である。システム Bがシステム Aと異なるのは仰である。 γ ステム Aでは，既掲(2)に見られるように，営

業保険料Tは投入総額 5に保険料率 7を乗じて得bれる積として算出された。換言すれば，保険金額(ここでは全

部保険を前提とするゆえ，保険価額に相等しい〕は投入総額 5であった。これに対して， システムBでは，上掲刺

Iて見られるように，営業保険料Tは保険金額(または保険価額) C I'C保険料率アを乗じて得られる積として算出さ

れる。つまり，ささにも述ペたように i，Tが無保険心ま士に放置される。[シスナム A で白保険料率と γλテム

Eでの保険料率とは現実には相等しく友いはずであるが，表現簡単化のために，上掲(司， G劫で保険料率は，いずれ

も，単に 7とした。lこうした欠陥をもっシステムBは，陸上運送取引いこは見られるとしても，現行の海上貿易にお

竹るC1F取引では殆んど行なわれてい左い。したがって，上掲の連立方程式紛， G劫による crFの表現は或るいは

読者を余計な誤解にみちびく恐れなしとしない。 よって CIFCD表現をキめて，より現実に即して，現に行在わ

れている工場内生産に例をとることにしよう。

いま，仕掛かり品(価額) Cを用い賃金Wを支払って或る商品を生産する工場があ Eこれを生産中白危険につい

Eま革案A1車連需主恒 世長|紳 IH同| 掠同n)t> gj~ 
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て保険に付ける場合について考えてみる。ただし，保険に付けるωは仕掛かり ~-I\ c VL関する火災危険だけである。

かくして，つぎの連立方程式

C+1'+ W=S 

1'=γC 

でもづてとれを表わすととができる。ちなみに，こうした仕方は工場内生産にしばしば見かけるところのものであ

る。かくて，このジステムでは，投入項目のうち，営業保険料 r，賃金wは無保険のままに放置される。

ただし，説明をより簡単化するために，己とで，賃金Wを省いて考えることにする在 bば，連立方程式はさらに

単純化されて，

帥
判

M
W

C十1'=5

l' =rC 

の形をとることに在るであろう。これも，また，しばしば見かけるケースであるが，投入項目。全部を保険につけ

ず，蛍業保険料fを無保険のままに放置する点t亡者いて， システムBと本質を同じくするものである。つまぶ シ

ステム B白ー形態である o 商品火災保険がこれであり，建物火災保険も乙れに準じて考えることができる。よって，

ここでは， γ ステムBの最も単純な形態を表現するも臼として上喝の連立方程式制，申唱を用い，例を商品火災保険

にとって考察することにしよう。ただし， I保険料と価格形成]を課題とすることは上来と同然である。

いま，商人があヲて，商品Cを仕入れこれを販売する。これらの商人も商品も，ともに，複数しかも多数である。

(われわれの考袋は， 最初にことわっておいたように， 巨視的・事前的考察である。〉この商人は火災危険に備え



て営業保険料t'i:支出(投入)する。かくて，彼等の投入総額は C十t=5である。ただし，との場合，保険日こづ

けられる Qは商品だけであれその保険金額〔または保険価額〉がCである。つまり，上j誌の例式が成立する。こ

こで，クレームが生じ， C がC'~仁左る。巨視的事前的考察なるをもって， 多数の契約のうちには必ずグレームセ

生じるものがあることが事前に考えbれる。ために， Cはグレームによっ亡価直のより小言い C'になる。しかし，

Cは保険につけられているゆえ， C己C'との差吉正 Mが填補i金G して保険会社かb支払われる。す在わち，

(iil' C-C'=M  

が成り立つ。これが既掲の公式(ii)に相当するものであるは言うまでもない。 そとしτ， こ心 (ii)を変形しτ得られ

る

申請 C二 C'十J.l!J

は，また，既掲(3)に相当して;tり，残存価額C'と填補金額Mとの和はCに相等しい。かくて，商人はc'とMとに

よって C~ 回収する己とになるが，しかし C を回収するだけでは投入価額 5 を回収したことにな bたい。営業保

険料fも，また，彼等の投入項目の一つである。

よって，tについて見るに，Tは，公式(iii)に見bれる工うに，純保険料Iと付加保険料Lとから成り立つ。こ

D うち Lは保険会社のサーヴィスとして契約者〔商人〕に給付される部分の価宣額全示し，とれは当該商人にと

って必ず回収されるものである。サーヴィスをうけることは投入の回収と考えてよいc しかし，営業保険料fにふ

くまれる也の項目ナこる純保険料Iは， すでに，上式闘によヲτCの減価分の補填ユfとして回収ずみであって，

こ己で更に二重に回収することは許されない。このことは，次ぎの関係から容易に説明が、コ〈。

5量鑑宰AJ!!:l控除怪 結-C:I網 11:同111 抵同中 同 l
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い主，倒ドこ闘と公式(iii)とを代入十:hぽ，

倒 C'+M十 J+L~S

にみちびき，左辺のうち当該商人として期末に回収を期待でさるのは C'，M およびLであって，純保険料Iは回

収され得ない。しかるに，彼等の投入総額は5であって，このかぎり，純保険料Iに相当するマイプスの不均衡を

生ずることになる。

システム AClJ考察でFなった(8)-(1$の関時を，己こで，システムBについても試みるならば，次ぎのようになる。いま，

持 c~_ ~k 
N 

と定義すれば，kは商記単価を意味する包そこで，これから，

例 C-Nk=O

を得る。 3らにシス 7ムAにおけると同じように，

(明 (N-N')I， ~M 

が成り立ち，これに上記 (ii)'を代入して，

(N-Nウk~C-C

ま7こ11.

Nk-N'k~C- C' 

あるいは，

的 C-N'h=C-Nk

となり，これに的を代入すると，

ただし，N>N' 



~ì C' -N'k~O 

したがって，

。'1 c' 

N' 

にみもびく。かくてj 制，例から，

@j 
c c' 

N.  N' 

の関係に到達するが， liJ' L..明きらかに，

ω c c'う

λ N' 'N 

である。例主見よ。すなわちz 商品単価キ投入単価 であって，商品単価を回収しただけでは投入単価を回収した乙とにならな

い。換言すれば，保墳につけた商品の総価額を回収しただけでは投入総額主回収するととにならないロそこに，マイナスの不均

衡が生じる。すでに伺を 見しただけで，これは自明のことであるが，システム A~ 区別するために敢えて上記のような展開を

ここるみたにすぎない。

しかし，商人がいやしくも損益帰属D主体としての企業たるかぎり，とうしたマイづスの不均衡を甘じて自b負

担するの理はない。それも，たまたまの不用意から生じる一回かぎりのマイナスの不均衡である在ら J，-r，これを白

らに負担するということも左くもないが，経常的仕方としてこれが負担を許容することは企業としτは到底ゆるせ

ないことである。かくて，彼等としては投入総額5を全部回収したいではおかない。つまり，投入総額 5を商品伺

数Nで割って得られる商 5/Nをば当該商品の販売単価として買手方に請求するはずである。彼等の企業が企業と

して存続し，且つ，彼等を桁手とする買手と G問に売買取引が成立するかぎり，必ず，投F紘鮪の全部主回収しう

2正己星互?;~手記日主t亘 総長[報J 川同同 措十両日い 同川
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る販売単Ilillが現;廷の売買価格として成り立つはずである。巨視的事前的には必ずそうでな〈ては友らぬ。よって，

投入絃領令部を回収しうる販売単価について見るに，上掲倒の両辺'aNで割ると，

M 
c'十M+I+L 5 

N N 

二 一 5
となれ左辺には τ がふくまれる。換言すれば，HJ売単価でのうちには純保険料Iの相当額がふくまれτいる。

A 

「保険料11:コストのーっとして商品価格のうちにふくまれる」とh うのは世人の健全な常識である。

要するに yステムAでは，投入項目のすべτが保険に付けられるために，つねに 投入総額三産出総額 の関

係が保証せられ，可、均衡の生じる恐れが全然主い。そこでは，純保険料はつねに商品価格構成要素のーフたり得る。

これに対して，ジ九テムBでは，投入項目のうち無保険のままに放置される項目があるため，投入総額z 産出総績

の関係は，それだけでは，必ずしもつねに保証されるとは言えない。純保険料に相当する額のマイナスの不均衡の

生じる恐れがある。しかし，いやしくも当事者が企業としてあるかぎりは，投入総額に足りたい回収をもって甘じ

る理はなく，現実の取引では，こうしたマイナスの不均衡の生じない上う，つまり，投入総額を全部回収できる上

うに純保険料に相当する部分をコストにふくめて計算しτ販売条件(政売価格〕をとりさめるのが，むしろ，原則

である。かくて，システム Bにあっτも，マイナスの不均衡に相当する純保険料は現実には商品価格を構成する項

日たるを失なわない。

(4) 



以 kで， r保険料と価格形成]についての所期の考察を終える。己れを要約すれば， γステムAの場合は勿論の

こと，システムBの場合にあっても，純保険料l土商品価格形成項目のーった U侍る。(付加保険料については伝う

吉でもない。〉

ただい以上は保険契約者が企業である場合についτの考察であフて，これとちがって，家計が俣険契約者fこる

場合には事情は 10のずから異在らざるを得ない。原価計算のさほど歳IEでたい家計では，投入総符1=産~:総額 の

均衡関係、は絶対の要請でたいc 現に家計が建物・家財を火災保険につける場合のごとき，それはシステムBI亡貝IJる

ものであるが，たとえコとれが全部保険契約であるにしても，保険会社からの填補金 M に上って回収できるのは建

物・家財の期首価額Cにとどまって，投入する常業保険料fのうちi担保険料fに相当寸る額は回収不能である。回

収し工うにも，企業でない家計には，それを回収できる相手が左い。営業保険料fが投入項目たるに拘らずこれを

無保険に放置しているがゆえである。だが，これは家計保険の場合であって，われわれの課題「保険料と価格形成」

lてあっ τは，課題D性質上，保険契約者はつねに企業であ~，企業保険が考古宅の対象とたり，家計保険c)考察は範

囲のモとに工とたわる。

E主i!>宰-'l星連控室 純子ミ 1;事 1:1ば-¥' 蒋同岳 民同


